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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
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休
日
休
刊
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規

則

○
東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
東
京
消
防
庁
企
画
調
整
部
企
画
課
）…
一

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
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定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
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…
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課
）…
二

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
の
解
除
…
…
…
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…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）…
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災
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警
戒
区
域
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
六

規

程
（
交
）

○
東
京
都
地
下
高
速
電
車
タ
ッ
チ
決
済
乗
車
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
七

公

告

○
東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
表
彰
規
程
に
基
づ
く
表
彰
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
教
育
委
員
会
）…
八

規

則

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
四
号

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
三
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
予
防
服
の
部
冬
予
防
服
の
項
及
び
夏
予
防
服
の
項
並
び
に
別
表
第
二
予
防
服
の
部
冬
予
防

服
の
項
及
び
夏
予
防
服
の
項
中
「

階
級
章
等

を
「

に
改
め
る
。

階
級
章
等

襟

章

」

」

別
表
第
六
水
難
救
助
隊
員
服
の
部
上
衣
の
款
製
式
の
項
中

「
台
襟
付
き
シ
ャ
ツ
カ
ラ
ー
の
ア
ン
ダ
ー
シ
ャ
ツ
型
と
し
、
そ
で
は
付
け
そ
で
と
す
る
。

前
中
心
は
、
台
襟
に
地
質
と
類
似
の
色
の
ボ
タ
ン
一
個
を
付
け
、
フ
ァ
ス
ナ
で
留
め
る
。

そ
で
口
は
、
フ
ァ
ス
ナ
開
き
と
す
る
。

左
右
胸
部
に
ふ
た
付
き
ア
ウ
ト
ポ
ケ
ッ
ト
を
各
一
個
付
け
、
地
質
と
類
似
の
色
の
ボ
タ
ン

で
ふ
た
を
留
め
る
。

左
そ
で
に
ペ
ン
ポ
ケ
ッ
ト
を
付
け
る
。

背
部
に
は
庁
名
標
示
を
す
る
も
の
と
し
、
上
段
に
「
東
京
消
防
庁
」
と
、
下
段
に
「
Ｔ
Ｏ

Ｋ
Ｙ
Ｏ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ

Ｄ
Ｅ
Ｐ
Ｔ．

」
と
黒
色
で
併
記
す
る
。

」
を

「
シ
ャ
ツ
型
、
台
襟
付
き
シ
ャ
ツ
カ
ラ
ー
と
す
る
。

袖
は
四
枚
接
ぎ
と
し
、
袖
下
に
脇
身
頃
続
き
の
マ
チ
切
替
え
を
付
け
る
。

前
中
心
は
、
フ
ァ
ス
ナ
で
留
め
る
。

袖
口
は
、
フ
ァ
ス
ナ
開
き
と
す
る
。

左
右
胸
部
に
フ
ァ
ス
ナ
開
き
片
玉
縁
ポ
ケ
ッ
ト
を
各
一
個
付
け
る
。

左
袖
に
ペ
ン
ポ
ケ
ッ
ト
を
付
け
る
。

背
部
に
は
庁
名
標
示
を
す
る
も
の
と
し
、
上
段
に
「
東
京
消
防
庁
」
と
、
下
段
に
「
Ｔ
Ｏ

Ｋ
Ｙ
Ｏ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ

Ｄ
Ｅ
Ｐ
Ｔ．

」
と
黒
色
で
併
記
す
る
。

左
右
肩
部
前
側
及
び
背
部
庁
名
標
示
の
下
部
に
反
射
性
能
を
有
す
る
オ
レ
ン
ジ
色
の
パ
イ

ピ
ン
グ
を
縫
い
込
む
。

」
に
改

め
、
同
表
防
寒
衣
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

消

防

吏

員

執

務

衣

服

制

執 務 衣

地

質

濃
紺
色
の
合
成
繊
維
の
編
物
と
し
、
一
部
に
オ
レ
ン
ジ
色
を

配
す
る
。

製

式

台
襟
付
き
と
し
、
ボ
タ
ン
ダ
ウ
ン
と
す
る
。

半
袖
と
し
、
前
立
て
に
地
質
と
同
色
の
ボ
タ
ン
を
三
個
付
け

る
。

標

識

左
胸
部
に
、
合
成
樹
脂
製
で
黒
の
台
地
に
銀
色
の
囲
い
を
施

し
、
銀
色
で
消
防
章
及
び
「
東
京
消
防
庁
」
、
「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ

Ｏ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ

Ｄ
Ｅ
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
」
と
二
行
で
標

記
し
た
も
の
を
付
け
る
。
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別
図
中
30
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
図
中
40
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
規
定
に
よ
る
消
防
吏
員
水
難
救
助
隊

員
服
服
制
中
の
上
衣
及
び
ズ
ボ
ン
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
世
田
谷
区
池
尻
三
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・

二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
渋
谷
区
代
々
木

神
園
町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
豊
島
区
池
袋
本

町
四
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示

第
四
百
二
十
六
号
、
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
二
号

及
び
平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
五
十
三
号
に
よ
り
指
定
し
た

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表

に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
町
田
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
町
田
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
七
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
タ
ッ
チ
決
済
乗
車
取
扱
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
地
下
高
速
電
車
タ
ッ
チ
決
済
乗
車
取
扱
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
タ
ッ
チ
決
済
乗
車
取
扱
規
程
（
令
和
六
年

交
通
局
規
程
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

八
「
相
互
利
用
社
」
と
は
、
タ
ッ
チ
決
済
乗
車
に
つ
い
て
、
当

局
と
共
通
の
決
済
シ
ス
テ
ム
を
用
い
相
互
に
旅
客
運
送
を
行
う

鉄
道
事
業
者
を
い
う
。

九
「
相
互
利
用
社
線
」
と
は
、
前
号
に
規
定
す
る
相
互
利
用
社

の
路
線
の
こ
と
を
い
う
。

十
「
東
京
メ
ト
ロ
線
」
と
は
、
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
の
こ

と
を
い
う
。

第
十
条
第
三
号
中
「
乗
車
券
」
の
下
に
「
及
び
乗
車
証
等
」
を
加

え
る
。

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

地
下
高
速
電
車
線
と
相
互
利
用
社
線
と
の
対
応
改
札
機
設
置
駅

相
互
間
の
都
度
利
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

第
十
三
条
中
「
と
す
る
。
」
を
「
と
し
、
発
着
区
間
の
経
路
が
二

以
上
あ
る
と
き
は
、
旅
客
運
賃
が
最
も
低
額
と
な
る
経
路
を
乗
車
す

る
も
の
と
み
な
し
て
計
算
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２

旅
客
は
、
都
度
利
用
に
つ
い
て
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡

運
輸
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
第
四
条
第

二
項
第
一
号
に
定
め
る
東
京
メ
ト
ロ
線
と
の
連
絡
運
輸
の
旅
客
運

賃
に
限
り
、
旅
客
運
賃
の
割
引
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
出
場
処
理
未
了
時
の
取
扱
い
）

第
二
十
条
の
二

旅
客
は
、
出
場
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
決
済
媒
体

を
使
用
し
て
入
場
し
よ
う
と
し
た
場
合
は
、
当
該
媒
体
に
記
録
さ

れ
た
発
駅
か
ら
最
遠
区
間
の
普
通
旅
客
運
賃
及
び
第
十
八
条
に
規

定
す
る
増
運
賃
を
現
金
等
の
方
法
で
支
払
い
、
決
済
媒
体
の
発
駅

情
報
の
消
去
処
理
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
客

に
特
別
の
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
旅
客
に
悪
意
が
な
い
と
当

局
が
認
め
る
と
き
は
、
旅
客
か
ら
申
出
の
あ
っ
た
乗
車
区
間
に
対

す
る
出
場
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
場
合
で
当
該
出
場
処

理
が
で
き
な
い
と
き
は
、
乗
車
区
間
に
対
す
る
普
通
旅
客
運
賃
を

現
金
等
の
方
法
で
支
払
い
、
決
済
媒
体
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
他
社
線
へ
乗
り
継
ぐ
場
合
の
都
度
乗
車
）

第
二
十
二
条

地
下
高
速
電
車
線
と
相
互
利
用
社
の
路
線
の
取
扱
区

間
内
を
連
続
し
て
乗
車
す
る
場
合
に
限
り
、
タ
ッ
チ
決
済
乗
車
の

取
扱
い
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
相
互
利
用
社
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社

株
式
会
社
小
田
急
箱
根

京
王
電
鉄
株
式
会
社

京
浜
急
行
電
鉄
株
式
会
社

相
模
鉄
道
株
式
会
社

西
武
鉄
道
株
式
会
社

東
急
電
鉄
株
式
会
社

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

東
武
鉄
道
株
式
会
社

横
浜
高
速
鉄
道
株
式
会
社

３

第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八

条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
、
地
下
高
速
電
車

線
と
相
互
利
用
社
線
と
を
連
続
し
て
乗
車
す
る
と
き
に
準
用
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
前
条
に
定
め
る
他
社
線
」
を
「
相
互
利
用
社

線
」
に
、
「
他
社
線
内
」
を
「
相
互
利
用
社
線
内
」
に
、
「
他
の
鉄

道
事
業
者
」
を
「
当
該
相
互
利
用
社
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
他
社
線
へ
乗
り
継
ぐ
場
合
の
運
賃
）

第
二
十
四
条

地
下
高
速
電
車
線
と
相
互
利
用
社
線
の
取
扱
区
間
内

を
連
続
し
て
乗
車
す
る
と
き
は
、
実
際
に
乗
車
し
た
経
路
に
基
づ

き
、
各
相
互
利
用
社
で
定
め
る
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
の
計
算

方
法
に
よ
る
運
賃
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乗
車
経
路
が
特
定
で
き
な
い
場

合
は
、
実
際
に
乗
車
し
た
経
路
と
異
な
る
経
路
を
乗
車
し
た
も
の

と
み
な
し
て
運
賃
を
計
算
す
る
こ
と
が
あ
る
。

３

相
互
利
用
社
が
割
引
を
適
用
す
る
旅
客
運
賃
の
区
間
を
乗
車
し

た
場
合
に
は
、
当
該
相
互
利
用
社
が
定
め
る
割
引
運
賃
を
出
場
時

に
適
用
す
る
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
他
社
線
と
乗
り
継
ぐ
場
合
の
割
引
の
適
用
）

第
二
十
五
条

第
十
三
条
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
の
計
算
方
法
は
、

地
下
高
速
電
車
線
及
び
東
京
メ
ト
ロ
線
そ
れ
ぞ
れ
の
片
道
普
通
旅
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客
運
賃
を
合
算
し
た
額
か
ら
七
十
円
を
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
、
発
着
区
間
の
経
路
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
旅
客
運

賃
が
最
も
低
額
と
な
る
経
路
を
乗
車
し
た
も
の
と
み
な
し
て
計
算

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
旅
客
は
第
十

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
の
割
引
を
請
求
で
き
な
い
。

一

東
京
メ
ト
ロ
線
と
の
接
続
駅
で
乗
換
の
た
め
の
出
場
か
ら
再

入
場
ま
で
の
時
間
が
六
十
分
を
超
え
た
と
き
。

二

東
京
メ
ト
ロ
線
と
の
接
続
駅
の
対
応
改
札
機
に
よ
る
処
理
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
。

（
複
数
の
他
社
線
を
乗
り
継
ぐ
場
合
の
効
力
）

第
二
十
六
条

相
互
利
用
社
以
外
の
事
業
者
の
路
線
と
の
接
続
駅
に

お
い
て
改
札
を
受
け
る
こ
と
な
く
乗
り
継
ぐ
と
き
は
、
タ
ッ
チ
決

済
乗
車
は
無
効
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
旅
客
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
方
法
で
運
賃
を
支
払
い
、
決
済
媒
体
へ
の
処
理
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
相
互
利
用
社
以
外
の
事
業
者
の
路
線
と
の
接
続
駅
か
ら

実
乗
車
区
間
に
対
す
る
普
通
旅
客
運
賃
と
鉄
道
事
業
法
施
行
規

則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
六
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項

第
四
号
に
掲
げ
る
料
金
（
以
下
「
鉄
道
駅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
料

金
」
と
い
う
。
）
と
を
合
わ
せ
た
旅
客
運
賃
を
下
車
駅
で
現
金

等
に
よ
り
支
払
う
こ
と
。

二

地
下
高
速
電
車
線
及
び
相
互
利
用
社
線
内
の
実
乗
車
区
間
に

対
す
る
普
通
旅
客
運
賃
と
鉄
道
駅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
料
金
と
を
合

わ
せ
た
旅
客
運
賃
を
現
金
等
に
よ
り
支
払
う
こ
と
。

三

前
号
の
旅
客
運
賃
収
受
の
際
、
出
場
処
理
が
未
了
の
決
済
媒

体
を
提
出
し
、
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受
け
る
こ
と
。

２

相
互
利
用
社
線
に
乗
り
継
ぐ
場
合
で
あ
っ
て
も
、
対
応
改
札
機

未
設
置
駅
に
お
い
て
出
場
す
る
と
き
は
、
タ
ッ
チ
決
済
乗
車
は
無

効
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
旅
客
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
で

運
賃
を
支
払
い
、
決
済
媒
体
へ
の
処
理
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

相
互
利
用
社
線
内
の
実
乗
車
区
間
に
対
す
る
普
通
旅
客
運
賃

と
鉄
道
駅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
料
金
と
を
合
わ
せ
た
旅
客
運
賃
を
下

車
駅
で
現
金
等
に
よ
り
支
払
う
こ
と
。

二

対
応
改
札
機
設
置
駅
に
お
い
て
、
出
場
処
理
が
未
了
の
決
済

媒
体
を
提
出
し
、
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受
け
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
等
の
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
表
彰
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
教

育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

令
和
八
年
一
月
十
九
日
に
表
彰
さ
れ
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日東

京
都
教
育
委
員
会

一

個
人
表
彰
（
教
職
員
・
立
志
賞
）

小

学

校

氏

名

職

名

主
な
取
組

岩
﨑

夏
芽

文
京
区
立
小
日
向
台
町
小

学
校
教
諭

授
業
改
善
・
教
科

研
究
・
保
護
者
連

携
へ
の
熱
心
な
取

組

小
野

寛
太

葛
飾
区
立
上
小
松
小
学
校

教
諭

児
童
の
可
能
性
を

広
げ
る
豊
か
な
学

び
へ
の
熱
心
な
取

組

麻
生

伸
子

福
生
市
立
福
生
第
六
小
学

音
楽
科
教
科
指
導

校
教
諭

・
学
校
運
営
へ
の

熱
心
な
取
組

桑
子

友
美

武
蔵
村
山
市
立
第
一
小
学

校
主
任
教
諭

音
楽
教
育
を
通
じ

た
誰
一
人
取
り
残

さ
な
い
学
校
づ
く

り
へ
の
熱
心
な
取

組

中

学

校

氏

名

職

名

主
な
取
組

池
之
迫

臣

台
東
区
立
柏
葉
中
学
校
主

任
教
諭

生
徒
に
寄
り
添
っ

た
特
別
支
援
教
育

へ
の
熱
心
な
取
組

堀
江

真
太
朗

江
東
区
立
第
三
亀
戸
中
学

校
教
諭

音
楽
科
教
科
指
導

・
休
日
部
活
動
地

域
移
行
へ
の
熱
心

な
取
組

中

等

教

育

学

校

氏

名

職

名

主
な
取
組

川
島

愛

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教

育
学
校
教
諭

地
理
歴
史
科
教
科

指
導
へ
の
熱
心
な

取
組

特

別

支

援

学

校

氏

名

職

名

主
な
取
組

宮
川

亜
実

東
京
都
立
墨
東
特
別
支
援

学
校
教
諭

重
度
重
複
障
害
児

へ
の
指
導
・
部
活

動
指
導
へ
の
熱
心

な
取
組

岡
部

多
悟

東
京
都
立
水
元
小
合
学
園

教
諭

国
語
科
教
科
指
導

・
分
掌
業
務
・
サ

ッ
カ
ー
部
活
動
指

導
へ
の
熱
心
な
取

組

林

悠
太
朗

東
京
都
立
水
元
小
合
学
園

教
諭

教
育
課
題
解
決
へ

の
熱
心
な
取
組
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菊
地

優
菜

東
京
都
立
光
明
学
園
教
諭

授
業
力
向
上
へ
の

熱
心
な
取
組

星
野

曜

東
京
都
立
志
村
学
園
教
諭

支
援
機
器
を
活
用

し
た
美
術
指
導
の

工
夫
へ
の
熱
心
な

取
組

二

個
人
表
彰
（
教
職
員
）

小

学

校

氏

名

職

名

主
た
る
功
績

丹
野

智
治

文
京
区
立
誠
之
小
学
校
主

任
教
諭

教
科
指
導
・
保
護

者
対
応
を
通
し
た

人
材
育
成
、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
教
育
機
器
の
活

用
推
進

柳

祐
三
恵

台
東
区
立
浅
草
小
学
校
主

任
教
諭

組
織
的
な
学
校
運

営
の
推
進

横
須
賀

咲
子

台
東
区
立
浅
草
小
学
校
指

導
教
諭

算
数
科
を
中
心
と

し
た
研
究
活
動
の

推
進

正
木

綾

江
東
区
立
豊
洲
西
小
学
校

主
幹
教
諭

こ
ど
も
主
体
の
授

業
づ
く
り
の
推
進

山
﨑

敏
哉

世
田
谷
区
立
山
崎
小
学
校

主
幹
教
諭

校
務
分
掌
を
通
し

た
学
校
改
善
、
奉

仕
活
動
の
推
進

髙
橋

ゆ
か

荒
川
区
立
瑞
光
小
学
校
主

任
教
諭

人
権
教
育
の
推
進

滝
澤

一
弥

荒
川
区
立
第
三
瑞
光
小
学

校
指
導
教
諭

算
数
科
教
育
の
推

進
、
ワ
ー
ル
ド
ス

ク
ー
ル
へ
の
貢
献

佐
々
木

麻
梨

子

荒
川
区
立
第
三
日
暮
里
小

学
校
主
任
教
諭

幼
保
小
の
円
滑
な

接
続
を
図
る
た
め

の
異
校
種
間
理
解

の
普
及
推
進

鈴
木

貴
代
美

荒
川
区
立
峡
田
小
学
校
主

幹
教
諭

道
徳
科
教
育
の
推

進

宇
田
川

鉱
介

板
橋
区
立
北
野
小
学
校
主

幹
教
諭

体
育
科
教
育
の
推

進
、
学
校
運
営
の

推
進

村
越

優
子

葛
飾
区
立
上
千
葉
小
学
校

主
任
教
諭

体
育
科
教
育
・
人

材
育
成
・
学
校
運

営
の
推
進

稲
田

国
昭

葛
飾
区
立
半
田
小
学
校
主

幹
教
諭

学
校
運
営
の
推
進
、

若
手
教
師
塾
・
教

育
研
究
奨
励
研
究

へ
の
貢
献
、
地
域

の
伝
統
芸
能
学
習

の
推
進

猪
瀬

守
恵

葛
飾
区
立
細
田
小
学
校
主

幹
教
諭

音
楽
科
教
育
の
推

進
、
学
校
運
営
の

推
進

柳
沼

奨

江
戸
川
区
立
中
小
岩
小
学

校
主
幹
教
諭

体
育
科
教
育
の
推

進

鈴
木

恒
太

八
王
子
市
立
第
一
小
学
校

主
任
教
諭

合
唱
団
部
活
動
指

導
の
充
実

山
口

正
伸

八
王
子
市
立
清
水
小
学
校

主
幹
教
諭

体
育
科
教
育
の
推

進
、
学
校
運
営
の

推
進

本
間

智
也

八
王
子
市
立
鑓
水
小
学
校

主
幹
教
諭

体
育
健
康
教
育
の

推
進

堀
口

美
波

武
蔵
野
市
立
第
四
小
学
校

養
護
教
諭

善
行（
人
命
救
助
）

佐
藤

寛
子

町
田
市
立
町
田
第
一
小
学

校
指
導
教
諭

道
徳
科
教
育
の
推

進

上
阪

紘
也

小
金
井
市
立
小
金
井
第
二

小
学
校
教
諭

善
行（
人
命
救
助
）

原

ひ
と
み

小
金
井
市
立
小
金
井
第
二

小
学
校
養
護
教
諭

善
行（
人
命
救
助
）

纓
坂

浩
美

福
生
市
立
福
生
第
四
小
学

校
主
幹
教
諭

生
活
指
導
・
低
学

年
指
導
の
充
実
、

特
別
支
援
教
育
・

学
校
運
営
の
推
進

大
竹

寛
子

福
生
市
立
福
生
第
五
小
学

校
主
任
教
諭

学
力
向
上
の
た
め

の
授
業
改
善
の
推

進

藤
橋

研

福
生
市
立
福
生
第
六
小
学

校
主
任
教
諭

指
導
力
向
上
の
推

進
、
学
校
運
営
の

推
進

三
木

謙
太
朗

武
蔵
村
山
市
立
第
八
小
学

校
指
導
教
諭

算
数
科
教
育
の
推

進

鈴
木

雅
之

稲
城
市
立
南
山
小
学
校
主

幹
教
諭

小
学
校
教
科
担
任

制
導
入
へ
の
貢
献

中

学

校

氏

名

職

名

主
た
る
功
績

多
久

和
真

文
京
区
立
第
八
中
学
校
主

幹
教
諭

研
究
活
動
の
推
進

藁
谷

絢
子

文
京
区
立
本
郷
台
中
学
校

主
任
養
護
教
諭

特
別
支
援
教
育
の

推
進

増
山

麻
衣

台
東
区
立
浅
草
中
学
校
主

任
教
諭

特
別
支
援
教
育
の

推
進
、
生
徒
会
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
・
教
科
指
導
の

充
実
、
若
手
職
員

の
育
成

深
沢

享
史

世
田
谷
区
立
深
沢
中
学
校

主
幹
教
諭

キ
ャ
リ
ア
教
育
の

推
進

猪
口

正
和

杉
並
区
立
西
宮
中
学
校
指

導
教
諭

美
術
科
教
育
の
推

進

尾
内

紀
之

板
橋
区
立
上
板
橋
第
二
中

学
校
主
任
教
諭

理
科
教
育
の
推
進
、

指
導
力
向
上
を
通

じ
た
学
校
運
営
の

推
進

粟
野

彰
子

葛
飾
区
立
青
葉
中
学
校
主

任
教
諭

音
楽
科
教
育
の
推

進
、
学
校
運
営
の

推
進
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佐
藤

綾

八
王
子
市
立
第
四
中
学
校

主
幹
教
諭

小
中
一
貫
教
育
の

推
進

新
井

涼
子

府
中
市
立
府
中
第
二
中
学

校
主
任
教
諭

指
導
力
向
上
の
推

進

佐
々
木

由
美

子

東
村
山
市
立
東
村
山
第
五

中
学
校
主
任
教
諭

音
楽
部
部
活
動
の

充
実
、
社
会
教
育

と
し
て
の
地
域
の

音
楽
活
動
の
発
展

艸
川

幸
治

国
分
寺
市
立
第
五
中
学
校

主
幹
教
諭

体
育
健
康
教
育
・

コ
オ
ー
デ
ィ
ネ
ー

シ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
の
推
進

豊
原

成
一
郎

福
生
市
立
福
生
第
二
中
学

校
主
幹
教
諭

発
達
支
持
的
生
徒

指
導
の
推
進

渡
部

和
香
子

多
摩
市
立
東
愛
宕
中
学
校

主
任
教
諭

長
期
欠
席
の
生
徒

へ
の
支
援
の
充
実

高

等

学

校

氏

名

職

名

主
た
る
功
績

木
村

和
久

東
京
都
立
葛
飾
商
業
高
等

学
校
主
任
教
諭

商
業
科
教
育
の
推

進

小
町

孝
太
郎

東
京
都
立
五
日
市
高
等
学

校
主
幹
教
諭

生
徒
相
談
委
員
会

の
基
盤
整
備
、
特

別
支
援
教
育
の
推

進

東
濱

卓

東
京
都
立
五
日
市
高
等
学

校
主
任
教
諭

商
業
科
教
育
の
推

進

特

別

支

援

学

校

氏

名

職

名

主
た
る
功
績

小
野

陽
子

東
京
都
立
練
馬
特
別
支
援

学
校
主
任
養
護
教
諭

健
康
指
導
の
推
進

三

個
人
表
彰
（
管
理
職
）

小

学

校

氏

名

職

名

伊
藤

栄
司

千
代
田
区
立
お
茶
の
水
小
学
校
長

岡
部

君
夫

中
央
区
立
泰
明
小
学
校
長

浮
津

健
史

中
央
区
立
常
盤
小
学
校
長

石
井

正
広

新
宿
区
立
四
谷
小
学
校
長

西
幅

孝
弘

文
京
区
立
窪
町
小
学
校
長

瀧
島

和
則

台
東
区
立
浅
草
小
学
校
長

伊
東

悌
夫

台
東
区
立
金
竜
小
学
校
長

浮
津

あ
ゆ
み

墨
田
区
立
緑
小
学
校
長

佐
藤

勝
行

江
東
区
立
豊
洲
北
小
学
校
長
（
統
括
校

長
）

村
尾

勝
利

目
黒
区
立
東
山
小
学
校
長
（
統
括
校
長
）

日
下

勝
豊

目
黒
区
立
不
動
小
学
校
長

寺
﨑

晶
子

世
田
谷
区
立
松
沢
小
学
校
長
（
統
括
校

長
）

岡
本

賢
二

中
野
区
立
江
古
田
小
学
校
長

檜
垣

盛
喜

練
馬
区
立
大
泉
第
六
小
学
校
長

井
上

龍
夫

足
立
区
立
亀
田
小
学
校
長

津
田

昌
明

葛
飾
区
立
青
戸
小
学
校
長

石
田

栄
司

葛
飾
区
立
南
奥
戸
小
学
校
長

山
下

靖
雄

江
戸
川
区
立
船
堀
小
学
校
長

内
井

利
樹

府
中
市
立
小
柳
小
学
校
長

出
町

桜
一
郎

国
分
寺
市
立
第
一
小
学
校
長

髙
瀬

智
子

福
生
市
立
福
生
第
一
小
学
校
長
（
統
括
校

長
）

關
口

寿
也

多
摩
市
立
連
光
寺
小
学
校
長

田
中

淳
志

あ
き
る
野
市
立
東
秋
留
小
学
校
長

石
坂

隆
文

瑞
穂
町
立
瑞
穂
第
一
小
学
校
長

中

学

校

氏

名

職

名

中
野

有
一
郎

渋
谷
区
立
原
宿
外
苑
中
学
校
長

松
本

彰
弘

板
橋
区
立
加
賀
中
学
校
長

齋
藤

由
美
子

足
立
区
立
千
寿
桜
堤
中
学
校
長

仙
北
谷

仁
策

八
王
子
市
立
み
な
み
野
中
学
校
長
（
統
括

校
長
）

木
下

英
典

三
鷹
市
立
第
二
中
学
校
長

髙
橋

博
幸

町
田
市
立
忠
生
中
学
校
長

和
田

栄
治

日
野
市
立
日
野
第
一
中
学
校
長
（
統
括
校

長
）

黒
田

宏
一

国
立
市
立
国
立
第
二
中
学
校
長

杉
本

ひ
と
み

稲
城
市
立
稲
城
第
二
中
学
校
長

辻

康
一

西
東
京
市
立
田
無
第
一
中
学
校
長

高

等

学

校

氏

名

職

名

小
髙

潤
子

東
京
都
立
小
山
台
高
等
学
校
長
（
統
括
校

長
）

特

別

支

援

学

校

氏

名

職

名

並
木

信
治

東
京
都
立
志
村
学
園
校
長
（
統
括
校
長
）

四

団
体
表
彰小

学

校

学
校
等
の
名
称

主
た
る
功
績

文
京
区
立
指
ヶ
谷
小
学
校

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
の
推
進

台
東
区
立
浅
草
小
学
校

地
域
で
学
ぶ
体
験
学
習
の
推
進

杉
並
区
立
松
ノ
木
小
学
校

教
育
Ｄ
Ｘ
時
代
に
向
け
た
組
織

的
授
業
改
革
の
推
進

東
村
山
市
立
野
火
止
小
学
校

人
権
教
育
の
推
進

狛
江
市
立
狛
江
第
三
小
学
校

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
の
推
進

多
摩
市
立
連
光
寺
小
学
校

環
境
教
育
の
推
進
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中

学

校

学
校
等
の
名
称

主
た
る
功
績

江
戸
川
区
立
小
岩
第
二
中
学
校

Ａ
Ｌ
Ｔ
と
協
働
し
た
英
語
教
育

の
推
進

小

学

校

・

中

学

校

学
校
等
の
名
称

主
た
る
功
績

板
一
中

小
中
一
貫
学
び
の
エ

リ
ア

教
育
施
策
の
推
進

義

務

教

育

学

校

学
校
等
の
名
称

主
た
る
功
績

八
王
子
市
立
い
ず
み
の
森
義
務

教
育
学
校

義
務
教
育
学
校
の
運
営
、
地
域

運
営
学
校
と
し
て
の
取
組

高

等

学

校

学
校
等
の
名
称

主
た
る
功
績

東
京
都
立
篠
崎
高
等
学
校
和
太

鼓
部

全
国
大
会
及
び
国
民
文
化
祭
へ

の
出
場
に
向
け
た
取
組
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